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第４回出資法人等協働評価専門部会会議録  

 

冒頭、山田晴義委員長からあいさつをいただいた後、各案件について、委員が事前

評価した資料に基づき、意見交換を行った。 

 

１ 部会長あいさつ 

 本日は各委員から提出があった評価案を項目ごとに検討して一定の方向にまと

めていくことになるのでよろしくお願いします。心配しておりました行政マネジメ

ントは皆様のおかげで形になりそうなのでひと安心している。時間をかけた本格的

な議論は今日が最後となりますのでよろしくお願いいたします。 

２ 協議について 

 部会長より、それぞれの項目の審査に入る前に評価シートの取りまとめの方法に

ついて委員に諮ったうえで、昨年までと同様、はじめに①チェック項目ごとに「〇

△×」をどのようにするかを考え、次に②項目ごとの意見について削除や追加する

部分を協議し、最後に③政策評価委員会の評価（Ａ～Ｄ）を決めていくことを、山

田会長から説明いただき、委員の了解を得て進めた。 

(1) 市街地再開発事業について 

北上都心開発株式会社 

【質疑応答】 

○目的整合性について（チェック項目①△、②△、③△、④○） 

（委員）まずは、同社の目的適合性についてご検討をお願いいたします。設立目的に

沿った事業をしているかということについて、①－１～３まで意見が出されてお

ります。これを眺めていただいてご判断をいただきたい。これを見ていますと大

体、一定の範囲で設立の目的に沿った事業をしていると言えるのだが、中心市街

地の活性化という点では不十分な問題があるという意見が出ておりますがこれに

ついてはいかがでしょうか。 

（委員）同法人は二回目の評価で、前回は全体概要が分からないままに評価を行った

ところがあったが、今回はもう少し周辺環境もわかってきたということで前回お

話をしたタウンマネジメントのところについては、今回は市と協力して一部なり
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とも動いているかという部分は評価できる。しかし、商業ビジョンを見る限りに

おいては、もう北上都心開発だけの問題ではなくて、どうするかというところが

個人的には非常に印象に残っています。ひるがえって言えば目的に沿った事業と

いうものは一部やっているけれど、まだ不十分ということにならざるを得ないと

思っている。ただ、後で申し上げますが、それだけではなくて、市のタウンマネ

ジメントとして考えたときには難しいかなという感じです。 

（委員）他はいかがでしょうか。 

（委員）私もここの評価というのは非常に苦戦しましたね。大きな目線でまちづくり

そのものというか、市街地の活性化というところに、どうここが直結するかとい

うところで言えば今後も厳しそうだなというのが正直な印象になります。では、

どうすればいいかというところもあるのですけど、市の期待が中心市街地の活性

化にあるとすれば、現状ではなかなか成果を挙げるのはむつかしいのではないか。

これはやはり都心で大型の施設として唯一という感じがしますけれど、そこがも

のすごくピカピカと光って、そこから特別な吸引力がないと実を発揮するのはむ

ずかしいのではないか。例えば、ほかにないものがあるかどうか、今の買い物行

動を見ているとデパートで品定めをしてからネットで購入するような消費行動に

変わってきているので既に大変なのですが、そういうものに変わりうるそこにし

かないものがあってこそということなので、そういう意味では新しいテナントミ

ックスというようなことを一度リニューアルということも考えなければいけない

のではと考える。評価通りだとそれほど適切ではないとも言えないが、商業系は

時代の変化が激しいので自己革新を常にしていかないと。これをお役所仕事的に

やっていれば大丈夫ということではないのだろうと思う。 

（委員）志賀野委員の今のようなご発言は、P10の総括に入っておりますが、これを他

の部分に持ってきてもいいのではないかと思いますので後で調整しながらまとめ

ていきたいと思います。そのうえで、１の①については、大体このような方向で

目的には沿っているけれども、本来的なものにとっては物足りないということを

まとめるということでここはよろしいですか。①－１～３は同じ方向なのでこれ

を整理して事務局にまとめてもらうということでいいですか。〇△×については、

一致しているので△としてよろしいですね。それから②については、今までのお

話とかなり重なりますが、Ｐ４の②－１～４まで記述がされております。現状で

も設立目的は有効だけれど、現状では、実際に十分に社会的に機能しているとは

言えない、あるいは、同社一社だけの活動ではどうにかできる段階を越えている

のではないか、それから、志賀野委員は総括の方でかかれておりますがここで挙

げた方がいいものがありましたらご指摘を。井上委員も、中心市街地の活性化は

より重要になってきていると、したがって、設立目的は有効だと捉えていると考

えていいのだと思います。 
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（委員）社会状況の変化ということで言えば、まちづくり三法は確かに変わっていま

すから、少なくともそこに対する対応がどうなのだろうというところは気になり

ました。 

（委員）今後もこれまでと同じようなやり方をしていくと同じような失敗をしてしま

うのではないかと言った部分が総括５の①－２の前段から中段に書かれてありま

すが、この部分はここで述べられたほうがいいのではないかと思いますが。 

（委員）あえて移すということであれば、今のところになりますね。 

（委員）再掲されるとしてもここで一度位置付けられたらいいと思います。 

（委員）そうですね、ではそのようにしましょうか。国の法にも批評しているところ

があって総括に書かせていただいたところでした。 

（委員）そういうことであれば、前段はここに記載をして、後段も含めて総括に入れ

るということでいいのではないかと思います。 

（委員）それではそのようにお願いします。 

（委員）では総括５の①－２の前段から中段の部分をここに持ってくるということで。

チェック項目はどうでしょうか、△が多いところですが実感としても△と思いま

すので△でよろしいですね。それから、１の③についてはどうでしょうか。本来

目的をしっかりとやるということになると他の事業者を探すのは難しいけれど、

今の程度のことをするのであれば他にもいるのではないかというのが、お二人い

て、井上先生は判断できないというところです。これについては何か足すところ

はございませんか。特にありませんか。よろしいですね。チェック項目について

は４人とも△ですので△ということとします。続いて１の④についてはいかがで

しょう。 

（委員）中心市街地の活性化については限定的にしか動いておらず、効果も限定的で

はあるのですが、商業ビルとして考えた場合、ビルも廃止になってしまうので、

そうするとさくら野百貨店の行く末も含めて、あれだけの従業員もいるというこ

とで、それなりの不利益を被るのではないかと考えました。 

（委員）そうすると私が盛り込んだ「しかしながら～言えない。」の部分は既に１①～

③で述べられていることなので、これは削除をしてください。そうすると他の委

員と意見はほぼ同じになります。チェック項目については１の④は五分五分に分

かれていますがいかがしましょう。 

（委員）前回の評価では大上段に振りかぶって評価を行ったが、今回は、都心開発の

ことに限定して考えました。大きな不利益とまで言えるかどうかは別ですが。 

（委員）そうすると、１①～③で△として、問題意識を明確にしていることから、こ

こは〇でもいいというところで納めさせていただきたいと思います。では、「目的

整合性」についてのまとめは、①△、②△、③△、④○となります。それから、

各項目の政策評価委員の評価についてＡ～Ｄで判定しなければいけないのですが、
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昨年のルールでは、△が半分あったら一部不適切（Ｃ）としましたが、この流れ

に沿えば、一部不適切（Ｃ）ということでよろしいでしょうか。資料では、Ｂ＝

２、Ｃ＝２（山田委員は当日の評価）となり、割れていますが、上の内容からみ

て、一部不適切（Ｃ）ということでいきたいと思いますがよろしいですね。 

（委員）はい。 

（委員）引き続き、２の財務状況に移ります。２①についてはどうでしょうか。債務

超過ではないが、安定的な経営には不安があるとのことや資本金割れになってお

り厳しいといった否定的な意見も出されております。その上で、チェック項目に

ついては〇と△で割れておりますがこれはいかがしましょうか。 

（委員）文言の評価はみなさん同様と思いますので後は捉え方の問題かと。 

（委員）形を見れば債務超過にはなっていないが実質的な不安を加味すると△だとい

うことでしょうね。 

（委員）これについては形式的な評価を行い、○としましたが内容的には心配なとこ

ろがあります。 

（委員）私もここは形式判断をしました。次以降の自己資本等のところで議論したほ

うがいいかと。 

（委員）その意見に賛成です。それでは実質的なところの評価もありますので債務超

過というところに関しては〇ということにさせていただきます。①～③のコメン

トは整理していただくとしても大体このような論調でよろしいですね。債務超過

ではないけれども、安定的経営上問題があるという方向でまとめていきましょう。

それから２の②については全員が△ですので△ということとします。それから、

２の③についてはいかがでしょう。内容的に加えるところはありますか。 

（委員）特にありません。 

（委員）それでは、このとおりとさせていただきます。また、チェック項目の表につ

いては③は全員△ですので△とさせていただきます。それから２の④については

いかがでしょうか。 

（委員）形式用件で高いとは言えないと判断しました。井上先生のように本質的な間

接的なところまで入って毀損しているという風にとらえるかどうかと。第三セク

ターについては一般的に直接的な支援として高いかどうかを見ることが多いので。

志賀野先生はいかがですか。 

（委員）私も同様の考えで検討しました。 

（委員）それでは、２の④について、チェック項目の表は○ということで。次に、２

の⑤については基本的に利益を確保しているということのことですのでコメント

はみなさんのものを足していただければ問題ないですし、チェック項目の表も○

でいいですね。さらに、２の政策評価委員の評価に移りますが、○が３つで△が

２つなので「Ｂ．概ね適切」ということでよろしいですね。 
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（委員）異議なし。 

（委員）次は、３の運営状況についてです。まずは、３の①ですが、基本理念等はあ

るということは言えますので文面はこのとおりで、チェック項目の表についても

○ということでよろしいですね。（ここで、井上委員到着。部会長より、これまで

の検討状況を説明。） 

（委員）３の①についてはいただいた資料の中で見つけられなかったので未評価とし

ていたがその部分が分かれば評価ができ、コメントを削除していただいていいで

すが。 

（委員）これについては、事業報告のところと情報シートのところに書かれていたの

であるものと判断したのですが、いかがでしょうか。 

（委員）事業報告でしたか。それでは、３の①についてのコメントは削除してくださ

い。では、②の４の中長期経営計画というのはどれになるのでしょうか。 

（委員）情報シートに策定している旨記載があり、信じて評価をしましたが。 

（委員）なるほど、現物はご覧になっていないということですね。 

（委員）前回の評価の際はかなり議論したところだったのでそのイメージで評価を行

ったところはありますね。 

（委員）実際にありますか。 

（事務局）そのもの自体を資料として提出したものはなかったかもしれません。 

（委員）情報シートには策定しているとの記載があったかと。 

（事務局）以前お配りした資料№６のＰ３にはその旨の記載はありますが、今回は裏

付けとなる資料を提出してございませんでした。 

（委員）もう一度出していただいて確認することでいかがでしょう。市の記載の欄に、

「経営計画15年計画」を法人が策定したとあるので、あるのだと思います。 

（委員）では、この件についてはペンディングとし、内容確認の上で、次回最終的に

詰めるということにしましょう。次に、３の③ですが、結果的に十分な成果を挙

げているとは言い難いというのが三者の意見ですね。特に加除は必要ないようで

すので、チェック項目の表に参りますが、全員が△ですので△とします。次に、

３の④ですが、いかがでしょうか。志賀野委員の方でこちらに持ってきた方がい

いというようなご意見がありましたら後でもよろしいですのでお願いいたします。 

（委員）この部分につきましては、みなさんの意見と同じですね。 

（委員）３の④のチェック項目の表については、全員が△となっていますので△とさ

せていただきます。そして、３の⑤についてですが、これは概ね同様の記載とな

っていますね。チェック項目の表については、×もございますが、△が多数なの

で△とさせていただきます。それから、３の⑥についてですが、組織体制につい

ては直接コメントできないけれど、手腕が十分に発揮されているとは言えないと

いうようなところのようですね。小野寺委員は必ずしも非効率な職員体制とは言
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えないのではないかとのことですが、そのあたりどうでしょう。 

（委員）組織分析を十分にできている訳ではないので、スポーツジムとかもやられて

いて、最低限そのくらいは必要だろうとの見解で形式的な判断を行ったものです。

個人的に今回は、法人に付加価値等を求めるものではなく、各項目の形式判断に

努め、最後に全体で意見を述べた方がいいかと考えてシートを作成しました。 

（委員）事務局でまとめる際には、特に非効率な組織体制とは言えないが、列記され

ているような課題解消ができるような組織であってほしいというようなコメント

でお願いしたいと思います。その前提で、チェック項目の表については○という

ことにします。また、３の⑦については、コメントは記載の通りとし、チェック

項目の表については○ということでよろしいですね。そして、３の政策評価委員

の評価に移りますが、ここはどのようにいたしましょうか。 

（委員）中長期の経営計画を確認した後、次回、判断するということでいかがでしょ

う。 

（事務局）P10の政策評価委員会の評価の部分につきまして、Ａにチェックが入ってお

りますが、誤植ですので、チェックのない空欄に訂正いたします。 

（委員）では、３の②についての評価と、３の政策評価委員の評価の両面で、ペンデ

ィングとさせていただきます。続きまして、４の①にまいります。私が少々注文

を付けているというところですね。 

（委員）「活動内容は適切な方向性にあるか」がポイントでしょうね。 

（委員）市の施策と法人の設立目的は一致しているけれど、後段の再開発の事業目的

を実現するための対応として法人が適切な活動を展開しているかというところが

疑問だというところだと思います。 

（委員）私は、実績は不十分だけれども、方向性はあるのだろうという風にとらえま

した。頑張ろうとしているのだけれど頑張りきれていないという風に。 

（委員）私もそうですね。そのうえで二番目の成果のところで課題を申し上げており

ます。 

（委員）４の①－１で申し上げていることは、４の②－１でも申し上げていることな

ので、むしろ②の方にもっていくということで、①－１は全削除でお願いします。

そうするとしかるべき方向には向かっているということで、チェック項目の表に

ついては、○ということでよろしいですね。続いて、４の②については、４の①

を受けて、私のところでは、現状の活動を継続するのであれば成果をあげるのは

難しいのではないかということに加え、市の期待値がどこにあるのかということ

を問題提起していますが、余計でしょうか。 

（委員）あっていいのではないでしょうか。②－３で「しかしながら」はつながりの

面から削除するのと、「市ガ」とカタカナになっているので修正をお願いします。 

（委員）では、内容的には以上のことを整理していただくこととして、チェック項目
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の表については△ということでよろしいですね。それから、４の③についてはい

かがでしょう。井上委員は妥当だろうということをおっしゃっていて、他の２名

がきつめのことを書いておりますが。内容的にあたっていないということがあれ

ばご指摘いただきたい。 

（委員）指摘はその通りだと思うのですが、ここでは、「財政的・人的関与」に限定さ

れていたので妥当でしょうと書いたところです。 

（委員）私も妥当に当たる方にいれており、組織体として不十分だと思っていますが、

市の関与としてはこういうことなのかなと。 

（委員）キーテナントが不安定な中で自立した組織としては動ききれないだろうとＴ

ＭＯとして。だから市が抜本的に人的、財政的に関与しなければＴＭＯはできな

いだろうと。そこを期待しながら、適切だというのはいかがなものかと思いまし

て。 

（委員）そういう意味ではこれは○と△に分かれるのも当然ですね。記述としてはい

いと思います。財政的にも人的にも妥当だろうと、しかし課題はあるというとこ

ろでまとめていってはどうかと思いますが。ただ、○か△はどちらかにしなけれ

ばならないので。 

（委員）あまり狭く財政的、人的関与に留まらなければ、適切だと言ってしまうのは

少しほめすぎかなと思います。 

（委員）そういった面でのコメントはしっかり残っていますから、チェック項目の表

については○ということでよろしいですね。続いて、４の④についてですが、④

－１は当たっているでしょうか。商業ビジョンではあまり触れられていないので

法人に対する市の期待が高いとは言えないと書いたのですが。 

（委員）市の方針というのは、何を指しているのか今一つ分かりませんでした。単に、

出資をするというだけの意味、出資の目的を果たさないということと考えると、

不利益はありますねということで考えました。 

（委員）そうですね、ほかの課題については述べてありますので、委員の解釈でいい

のですよね。 

（委員）私は、第三セクターとして市が出資をしたというのは単なる再開発ビルとし

ての立ち位置があったと思いますし、それから、ＴＭＯとしての役割ですよね。

そのタウンマネジメントの機能は市もがんばってやっているけれども今一つ機能

していないということで、諏訪町を中心に衰退が進んでいるという部分がありま

す。そうすると住民サイドは、若者は、別に花巻、盛岡、仙台に行けば良いしと

思っているのだろうと。そうすると住民はそれほど不利益があると思っているの

か怪しいなと感じます。ただ、行政サイドとしてはあの辺の商店主は困るという

のはその通りだと思います。そこに、市民と書いてあったので、そうなのかなと

いう感じを個人的に感じたという部分もあります。 
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（委員）そうですね、市の方針の範囲がはっきりしないので何とも言えないところは

ありますね。 

（委員）どこまでを市の方針とするのかというところになると思いますが。 

（委員）ここは難しいところですね。皆さんは中心市街地の活性化という風にとらえ

ている訳ですね。 

（委員）私はそうでした。そうすると、今の再開発ビルがなくなって、ますます中心

市街地が衰退していくことは市にとっても不利益でしょうと、そういう流れです。

そこはでも、小野寺委員は若干違って、よそでも代替可能ではないかと。 

（委員）市民はそう思っているから、諏訪町があのような状況なのではないでしょう

かという考え方です。ただ、商店主は困るだろうな、とかですね。中心部に暮ら

している方は大変だろうな、とか、そういうことはありますが。どこを中心にみ

るべきか、難しいところです。 

（委員）市の方針は中心市街地の再生ですよね。そうすると、これがきちんと機能し

ない場合には市民は不利益を被るということだけ判断すればいいのですね。 

（委員）私もそこは単純にそう思いました。コメントに書いてあることは真逆なので

すが。方針がことこまかなところまで書き込まれていたとしても、そんなにうま

くいくものではないと思うのでまずは大きな中心市街地の活性化の方針を掲げる

と。 

（委員）それでは、４の④については、チェック項目の表は○ということにさせてい

ただいて、文書の方で、井上委員の「再開発ビルの適切な管理が行われないこと

や中心市街地の衰退は市民にとって不利益である」という意見に、しかしながら

それが十分に行われない場合には問題があるという話を加えていただくというこ

とでよろしいですね。ただ、私の④の１は市に対するあてつけ的にも取られる言

い回しのため、全削除でお願いします。続いて、４の⑤についてですが、これは

ご意見の内容がそろっているのでよろしいですね。チェック項目の表は全員が△

ということで△とします。そうすると、政策評価委員の評価は、○の方が多いの

で「Ｂ．概ね適切」ということでよろしいですね。そして、総括を見ていただい

てご意見をいただければと思います。先ほどの志賀野委員の部分はどこから記載

をしたらよろしいでしょうか。 

（委員）再掲ということでいいのではないでしょうか。そうしないと流れがなかなか

作れないと思いますので。一部は前述していますが、ここでは全体を再掲すると

いうことで。 

（委員）そうですね、総括ですから。 

（委員）私がいいたかったのは、新しいまちづくり三法で、多様な主体が中心市街地

活性化協議会の設置を義務付けられていますので、その実態をどう作るのかが勝

負どころだということなのです。ただ実際は、ＴＭＯの方が本当はいいのではな
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いかと逆に思っている面もありまして、そこでちょっと対抗しているというか、

「協議会」と言ってしまったとたんになかなかソフト事業を行う主体と見えにく

くなっているという、国の法律に対する批評としての意味合いでも書かせていた

だいているところです。でも、そういう風に国の対応が変わってきていますから、

対応していかざるを得ないだろうと。それと、北上市と言えば、詩歌文学館があ

り、利根山光人もいますし、さくらホールもありますし、全国的には評価されて

いて、そういったものとうまく連動させて、商業側にも活用させていくといいの

だろうなと思うのですが。そのあたりのことを書きました。それともうひとつは

計画をいただいたのですけれども、商業一辺倒で書いてあるので、もっと全体計

画の中で都心誘導の施設も市が自ら郊外移転してしまったために空洞化してしま

ったところもあるので、そういったことも考えて方針転換しないと、中心市街地

の活性化は難しいですよね。ひとつの再開発事業だけでは無理ですから、そうい

うものを総合した計画と施策がどんどん出てこないと中心市街地の活性化はなか

なか厳しいのではないかというところですね。 

（委員）私自身は２回目の評価になので、前は経営に厳しい状態で借金があり、それ

を少しずつ整理して前に進んできている。そうはいってもキーテナントは非常に

不安定な状況だということで、テナント料の値下げが求められたり、駐車場代金

を棒引きしたりと非常に厳しい中で、本来であれば収入を得て、利益を得て、そ

れを中心市街地の活性化のための原資にすることができていないという状況であ

れば、もうこれは逆にテナントの管理やマネジメントに限定してしまって、その

ようなＴＭＯをやるところは別にすべきではないかと。もっとフラットにして、

生まれ変わった方がいいのではないかと、そういう段階に来ているのではないか

という風に考えて書いております。ですからその時に、今の第三セクターのある

ビルにいるか、どうするかは、単なるテナント管理のビル会社であれば、内部で

議論していただいて、民間資本でいいのかもしれませんし、その中でやっていた

だいて、新しいまちづくりについては、身軽に動けるものをもうちょっと考えな

いとだめかなと思います。 

（委員）そう思いますね。 

（委員）順序とダブっているところを整理していただくとかなりストーリーは出来て

いるように思えますね。私と井上委員のところで要約と問題提起をし、そして、

志賀野委員と小野寺委員とでその解決課題について述べられているので。事務局

に整理していただくということで基本的にはよろしいですね。それから、P13の６

の特記事項についてはいかがでしょうか。２回目の評価なのだけれど本質的な改

善というところまでいっていないのではないかというところと、そのためには少

し再評価の時期が早すぎるのではないかというところを書きました。 

（委員）私は総括の続きの部分をこちらに入れてしまっているところがありまして。
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前段があり、後段で文化と経済の融合をうまく使った方がいいのではないかとい

うことです。そういう方法論が全国的に出ていますのでそれを取り組むには北上

市はそれなりの文化的な実績があるので、それは大いに活用していったらいいの

ではないかということです。 

（委員）私の方は、次の評価につながりますが、前回、街中に文化が出ていくという

ことが必要ではないかと指摘したところについて、学校にしか行っていないよう

なので、再度指摘させていただきたいと思いますが、ここは、先ほどまで指摘し

ておりましたことの念押しのような内容で書かせていただきました。 

（委員）以上でよろしいですね。 

 

(2) 芸術文化の振興について 

   一般財団法事北上市文化創造 

【質疑応答】 

（委員）それでは、１の①から進めてまいります。ここは志賀野委員のご発言から進

めてまいりたいと思いますが。 

（委員）新しい劇場法については、実際に対応も研究もされているようですが、「世界

の窓」となる国際文化交流や社会包摂の面での対応の記載が見られなかったので

それは加えた方がいいのではないかという意味でコメントを書きました。 

（委員）劇場法で言う包摂的事業にはどのようなものがあるのでしょうか。 

（委員）わかりやすいので言えば、障がい者のダンスワークショップをやるだとか、

そういうことが例としてあります。あるいは在日外国人の居場所づくりの事業な

どで、ある種のコミュニティをつなぐ媒体としてあっているということで、音楽

などもインターナショナルな訳ですから、一緒にいろいろとやるには便利だとそ

ういうことです。 

（委員）あとはしたがってコメントを整理していただくだけでよろしいかと思います。

それでは、１の①については、チェック項目の表は○ということにさせていただ

きます。続いて、１の②についてまいります。記載としては、小野寺委員が厳し

めの意見でさらに能力を発揮していくべきだという指摘ですが。 

（委員）チェック項目にある「また」以下は途中から追加で入ってきた観点ですよね。

これを見たので厳しく評価をしました。先ほどの北上都心開発の評価の際に、志

賀野委員が指摘していたことはこの部分にあたるのでしょうか。 

（委員）そうですね。どうしても貸館だけだと自己完結しがちなので、小野寺委員が

おっしゃるように、外に向けてのアクションは他にもいろいろやっているので出

来るはずなのですけれどもね。 

（委員）それでは、１の②は期待を込めて△にしましょう。次に、１の③については

いかがでしょう。 
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（委員）指定管理者は市の作った法人ありきというのはちょっとその考え方はあまり

それを前提にしすぎるという考え方はないのではないかと。いや、競争しても勝

てると思うのですけれど。今はむしろ、全国ネットワークでやっているジョイン

トベンチャー、例えば、ＪＴＢのジョイントなどは全国の指定管理者を席巻して

おりますのでかなり強いです。競争させるとひょっとしてそっちのほうが取った

りすることもあり、そういう時代に入ってきているので、競争相手はいると思い

ます。ただ、これはどういうことを指しているのか。事業体のことでいいのです

よね、だったらやはりそうですね。 

（委員）せっかくお二人の指摘がきっちりと出されておりますので、１の③は△でよ

ろしいでしょうか。 

（委員）前回の評価では、組織の議論をして、団体が指定管理をするために作られた

という風にレクチャーを受けたため、私や山田委員はそのような評価になってい

るのかもしれません。 

（委員）次いで、１の④についてですが、基本的にみなさん問題なしというところな

ので○となりますね。そして、１の政策評価委員会の評価については、△がある

のでＢでよろしいでしょうか。 

（委員）適正であればＢではないでしょうか。新しい法であり、基本方針が出てきて

いますから、それに対しての注意など、一部課題もありますし。 

（委員）次は、P17財務状況ですね、コメントそのものはよろしいかと思いますが、評

価が分かれていますね。 

（委員）私は減少の方向が見えなかったものですから△にしました。そのうえで文言

により努力が見られることを補足しております。 

（委員）数字をみればそうですね。 

（委員）△の評価が３名いらっしゃるので２の①は△としてよろしいですか。 

（委員）無条件にずるずると財政依存度が高くなっている訳ではなくて、頑張ってい

るのだけれども、充実している割に、財政援助も減っていないというだけの話な

のでそれでいいと思います。 

（委員）私の指摘はあえて筋違いにしているところがありまして、財政依存度どうこ

うを議論することを含めて、この施設を、依存度を低めて運営できるかというと

逆にできないですよね。首都圏ならいざしらず、民間の企業やスポンサーが集め

やすいところは、そちらの方を伸ばしていけるのだけれども、地方は逆なのです。

それはできないので、逆に依存度を高めていかないといい仕事ができないという

構造があるということをお伝えしたく、あえて書きました。 

（委員）前回の評価でも、個々の項目をみるのではなく、全体を見てこうあるべきだ

という議論の中でいくと、どつぼにはまって議論ができなくなると感じたので、

これはだからもう昨年度からは、個別の項目は見つつ、あとは最後の総括でやる
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しかないかなという風に考えました。そこで、志賀野先生がおっしゃったとおり、

この項目である以上ここでやるしかないのかなと感じております。 

（委員）私もそうですね、減少しているかと言われれば減少していないと言わざるを

得ない。 

（委員）全体を通じてそういう見方をしています。 

（委員）それでは改めて２の①は△とし、コメントはそのまま活かすということにし

ます。それから２の②についてはいかがでしょうか。コメントは記載のとおりで

よいかと思いますが評価が割れています。 

（委員）非常にここは評価しにくい項目だったのですけれども、市の自主財源と団体

の自主財源とありますよね。それで市の財源を使わないで国の財源を持ってこよ

うとしますよね。事業主体からすれば市の財源ではなく国の財源なのだがそちら

にうまく補助金を持ってくることも可能なわけですね。そういうものはどう考え

たらいいのかなということが一つと。それから、補助メニューの中には市が負担

金を出さないと出ないというものも非常に多く出てきて、そういう場合は、例え

ば、心の復興支援事業というのがあるのですけれども、市の自己負担金×10とい

うことで10倍まで出ますが、そういうメニューを使おうとすると、市の財源をあ

る程度出してもらわないと、指定管理料である程度自分たちで賄おうとすると補

助を受けられないという事態も起きるということもあって、何と書いたらいいも

のか、というところがあります。 

（委員）自主財源の定義のところですね。 

（委員）そうなるとはチェック項目自体の妥当性の話になりますね。 

（委員）評価の初期のあたりには、評価の項目自体がおかしいのではないのか、こま

かく評価しても仕方がないのではないか、など指摘させていただいてきましたが、

単純に今は項目を機械的にみるようになってしまっております。そこで悩み始め

ると評価できなくなってしまいます。本来であれば、類似の施設と比較してなど

となるべきものなのでしょうが。 

（委員）国の財源を引っ張ってくるところは頑張っていると評価されますよね。 

（委員）見かけ上は市の収入を通って入ってくる補助金になりますし、直接入ってく

るようなものは外部資金になりますし。 

（委員）規模の大きなものについては、市を経由して、市が出すというものが多くみ

られますので。 

（委員）今回のものは「市の委託事業以外」の自主事業の、それだって定義はおかし

いが、割合が高いかということでみてどうかということになりますが。 

（委員）ここでは資金調達能力を問うことになると思います。どこからでもいいわけ

ですよね、民間であれ、民間の財団もありますし、あとは文化庁という国のメニ

ューもあるし、外郭団体のメニューもあるし、場合によっては内閣府の地方創生
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のメニューにもこれに使えるようなものもありますので。 

（委員）要は主体的に財源を確保できているかということで評価するのがいいのかも

しれませんね。評価の印が割れていますが○にしますか△にしますか。 

（委員）完全に民間でやっている宮城県民会館と比べてもそん色ないとみておりまし

たので○でいいかと思います。 

（委員）それでは、２の②は○とさせていただきます。また、P17の政策評価委員会の

評価は期待を込めて、Ｂでよろしいですね。続きまして、P19にまいります。３の

①はいかがでしょうか。志賀野委員は工夫が必要というご意見になりますね。 

（委員）私も基本的には○ですが、アンケートの取り方には工夫が必要だと思います。

実際にあのようなアンケートがマイナスに出ることはありません。つまり来た人

が○の方になる訳ですよ。だからこれは意味がありません。そういう主観的な指

標なのでこれを指標化するっていうことはあまり適当ではないと。 

（委員）そういう意味で姿勢はいいのだけれど、評定については工夫が必要だという

コメントを活かしたほうがいいですね。それでは、○ということでいいですね。 

（委員）経営計画の中に方針があったかと思うのですが、いただいた資料で見えなか

ったので独立した経営方針があるのかどうかが気になりました。本来はビジョン

が先にあって、そのうえで経営計画がなければならないかと思うのですが、一体

のものとして出てきていたのかなと思いまして。その辺はいかがだったでしょう

か。 

（委員）提出されたものの中には設立趣意書が入っていなかったのでしたか。経営方

針は文化創造のホームページで確認したような記憶がありますが。 

（委員）定款はいただきましたよね。 

（委員）定款はいただきましたし、経営計画もいただいたのですが、これらから経営

方針が独立していればいいのかと。私の認識が違っていれば消してほしいと思い

まして。 

（委員）経営計画の中に戦略があったはずですが。 

（委員）そうなのですが、それはさくらホールの戦略で、文化創造の戦略ではないの

ですよね。ホームページもそうなのですが、さくらホールが全面に出てきて、文

化創造の主体性が見えていない。志賀野先生がご指摘のとおり、他と競争させよ

うという意識がないというか、市も。そこのところをどう評価しようかわからな

かったのですが。とりあえず、内容が確認できませんので私の意見は消していた

だいた方が良さそうですね。 

（委員）それでは、①-４は全削除とさせていただき、チェック項目の表については○

ということでよろしいですね。次の３の②については、内容的に同じようですの

でこのままでいいですね。チェック項目の表についても○となります。次いで、

３の③については、評価しているけれどもさらに頑張ってほしいという内容です
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のでこのままで良いですね。チェック項目の表については全員○ということでよ

ろしいですね。３の④についても、内容的にこのままでよろしいですね。チェッ

ク項目の表についても○ということでよろしいですね。それから、３の⑤につい

ては市民への情報公開については、小野寺委員と井上委員から注意書きがありま

すね。評価について、割れましたがいかがしましょうか。注文があるから△とい

うことでしょうか。 

（委員）他の案件と相対的に評価するとこちらは○でよいのではないかと思いますが。 

（委員）それでは、○ということでよろしいですね。コメントで注意を促していると

いうことで。次は、３の⑥ですがいかがでしょうか。 

（委員）今回の劇場法の趣旨としては、創造型の自主事業をどれだけできるかという

のがホールの格付けに影響します。そういった場合に流通型のパッケージが出来

ている場合はすごく簡単になります。人力がかからないので。当日の切符切りと

かそういうことで事が足りますけれども、創造型というのはものすごく手間暇が

かかりまして、専門家も必要だし、マンパワーと労力がかかり、お金もかかって、

効率が悪いということなので、そういうことのための体制としてはさくらホール

にとっては不十分なところが見て取れる。次のステップに行くためにはもう一段

階専門性を持って体制を組む必要があると思います。 

（委員）私も同じ期待です。むしろ文化創造に対する注文というよりは市に対する注

文になります。いわば過干渉というか。 

（委員）お二人のコメントから、ここは期待を込めた△としましょう。次に、３の⑦

ですが、ほかに追加するコメントはありませんか。 

（委員）ここは特にも市には評価の意味をよく理解してほしいと思います。△という

のは、人件費が高いといっているのではなく、むしろ「安い」といっているので

すから。 

（委員）そういう意味ではここも期待を込めた△といったところですね。それでは、

P20の政策評価委員会の評価はいかがしましょうか。 

（委員）私はＣなのですが、これは、３の⑥や⑦を市がしっかりやってほしいという

意味でＣにしています。 

（委員）この法人に対しては、⑥～⑦の部分が残されている課題のひとつですから、

ここでは期待を込めてＢにしておきましょうか。続いて、P22、４の①については

どうでしょうか。評価は分かれておりますが。 

（委員）ともすると市は監督官庁的な行動になりがちなのですが実際これからは劇場

法でも言っているように、これからはいろいろな分野のセクションと連携しない

と目的を達成できません。そうすると市の方の義務付けというのが必要になるの

でそういうことをもう少し意識付けした方がいいのではないかと思います。 

（委員）総合計画を見ましたが、あれだけのホールを作ったときの精神が芸術文化の



15 

ところに何も入っていません。地域の泥臭い芸術しか書いていないものですから、

あのさくらホールを作ったときの高邁な精神はどこに行ったのかと市の方にいい

たいところはあります。ですから、先ほど人材も含めて、それならばそれなりの

人材が取れるようにしなければいけないしというところの反省点を込めて、こう

いう表現をさせていただきました。 

（事務局）説明不足の面もあったかと思いますが、先ほど志賀野委員からご指摘のあ

った児童生徒に芸術を提供するということについては、数は少ないかもしれませ

んが、毎年一回は全生徒が鑑賞する機会というのは設けてございます。不足して

いるという風に考えたほうがよろしいのでしょうか。 

（委員）総合計画についてはいかがでしょうか。 

（事務局）質の高い芸術の担い手については、さくらホールに担っていただくという

のは機能として期待しているという位置付けではおり、そういった考えに立って、

利用料金制を導入するなどし、それについては全て事業に充ててよいということ

にしております。そういうところにそういった考え方が表れているということに

なります。 

（委員）私から見れば、もっと高いレベルでの文化創造を行うべきだと。もっと外に

出て行くべきだということを期待しているのですが、市の計画の中ではもっと泥

臭い文化でいいよという風にしかみえなかったもので、そうであればさくらホー

ルのようなものはいらないよねという議論になってしまうのではないかという話

なのですが。 

（委員）私も総合計画については、⑤のところで書きましたね。 

（委員）鑑賞事業はですね、大体どこの自治体でもやっています。問題はですね、次

世代を担う子供たちに、問題解決能力を身に着けさせるなどと掲げている訳です

から、そのアクティブラーニングとか、プロジェクトベースドラーニング的な、

つまり、プロセスに参加させるというか、そういう創造活動があれば、そこに学

校の生徒を組み込むというか、それが教育的な効果が得られるということが知ら

れ始めたということで、進んできている訳ですね。それをプログラミングなりし

て、どこかで謳っておかないと、どうしても鑑賞事業だけではそこで終わってし

まうという話なわけですね。 

（委員）それでは、①－１の「環境作りの項目が見当たらない」という部分は一部行

われていることから表現を柔らかくすることとし、①－４の「触れられていない」

という表現は「さらに力を入れるべき」というような表現に改めることでよろし

いでしょうか。あとは全体をつなげるということで。評価については今のご指摘

もごもっともだと思いますので△ということでよろしいですね。次に４の②です

が、認めることができるという方向になっているようですが。 

（委員）私は、総合計画の中でそこまで記載されていなかったので、市の期待を上回



16 

って活動しているということをギャップと捉えました。○でもかまわないのです

が、もっと市としては戦略性を持ってほしいというところです。文化創造やさく

らホールを作った戦略性はなんだったのかというところをもう一度しっかり考え

てほしいということなのです。 

（委員）そのことはどこかに書いてありますか。 

（委員）４の⑤に書いております。 

（委員）それでは、評価は○としてコメントは記載のものを活かすことでよろしいで

すね。次いで、４の③ですが、コメントは活かすこととしますが、評価が分かれ

ていますね。どうしましょうか。 

（委員）△でいいのではないでしょうか。 

（委員）では△にしましょう。次いで、４の④ですが、追加修正などがありましたら

お願いします。 

（委員）④－４については「総合計画～乖離があり」については削除してかまいませ

ん。議論上、あえて記載しましたが、評価にあたっては記載不要です。 

（委員）私も○で結構です。 

（委員）それでは○でよろしいのですね、４の④は○とします。それから、４の⑤で

すがいかがでしょう。コメントについてはいろいろと出していただいております

のでこのとおりでよろしいですね。また評価も全員が△なので△ということでよ

ろしいですね。 

（委員）少し、私のコメントを修正させていただきたいと思います。P22の②－４につ

いて「市の～あるといえるが、」までを削除願います。それから、P23の③－４に

ついては「前２項にも関わらず」は削除願います。最後のところで総合計画つい

て書かせていただいておりますので。 

（委員）P22の政策評価委員会の評価はいかがいたしましょうか。これは概ね適切なの

か、一部不適切なのか。△の数から言うとＣの一部不適切ですが。 

（委員）でも、他との比較から、Ｃの不適切という言い方もあまりなじまないような。

Ｂじゃないかなと思いますが。 

（委員）そうですね、内容的なことからいうと、△が多いけれどもＢということでよ

ろしいでしょうか。それから、P24の総括部分はいかがでしょうか。かなり網羅さ

れた総括になっているように感じますが。 

（委員）さくらホールという施設と文化創造という財団がある意味では未分離の状態

になってしまっていているのではないかというところに若干の懸念があるかなと

思います。ですから、そうであるがゆえ、指定管理といっても他の選択肢は考え

ず、もうさくらホールは北上文化創造だと。ホームページを見てもさくらホール

というのがあって、そこはもう完全に文化創造がやるものだという感じがします。

さくらホールから出ることもできずに、さくらホールの維持管理者としてしか機
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能していないという文化創造の現実があるのではないかと思うのですが、それを

どこかにいれてはどうかと感じました。文化創造という組織の自立により今後の

可能性がある中で、さくらホールの中にいることで逆に縛られてしまっていると

いう部分が問題意識としてあります。 

（委員）これまで以上の可能性があるものを抑えてしまっているのではないかという

ところですね。 

（委員）詩歌文学館の担い手はどうなのでしょうか。 

（事務局）別の財団法人になります。 

（委員）その一文はあってもいいですよね。民間組織として発展していく可能性とい

うものを。 

（委員）私のところに付け加えましょうか。「さくらホールの運営だけではなくて北上

市の文化芸術を創造していくという本来の趣旨に立ち返って、もっと多面的な面

を展開することが必要ではないか」を「定款を変更し」の前段に追加することと

したいと思います。 

（委員）総括はそれでいきましょう。６の特記事項はどうでしょうか。特にたすとこ

ろはありますでしょうか。無い様ですのでこれでとりまとめさせていただきます。 

(3) 行政マネジメントシステムについて 

【質疑応答】 

（委員）政策の精度の質の向上に向けたＰＤＣＡについてからはじめましょう。ここ

は要約が難しいところですが。事務局はどのようにまとめていこうとしています

か。ひとつひとつはもっともな内容となっている気もしますが。 

（委員）私が公務員だった頃は、従来型の公務員で、地方自治法という中で縛られて

きたところがあるが、資料を読み返すと北上市は市民自治を掲げて飛び込んでい

く。これは、中央大学グループがリードしている地方政府という考えになるので

はないかと思います。そうした時に、問題は、従前の法律の問題があったりして、

そこをどうするかということなのだろうと思いますが、それを個別のところで議

論していいものかという辺りの問題意識で書かせていただいております。しかし、

そうするとそもそも一部だけ直せばいいという話なのかというあたりが見えない

ままに、コメントさせていただいたというところにひっかかりもあるのです。で

すから委員長がおっしゃったとおり、どうやってまとめていくかというところは

市としてどのようにお考えなのか、また、我々としてどのように考えていけばい

いのか、という辺りが大事なのではないかと感じています。 

（委員）技術的な課題や実務的な部分であれば、後段に記載しているがもうひとつの

方の部会（行政評価等専門部会）で詰めていくのがいいと思います。ですから我々

としては包括的な意見を述べさせていただければと思いますが。 

（事務局）評価の視点としては、①システムのヌケモレがないか、②ストロングポイ
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ントやウイークポイントの存在、③スケジュールに無理がないか、④評価とＰＤ

ＣＡサイクルのつながりが妥当か、などとしてお願いしておりましたが、どうも

ご意見を拝見させていただくと、それ以前のそもそもの部分の視点でのご指摘も

いただいているなというところもございます。そういう意味でも私どもがお願い

しております視点という部分も自分達は正しいものという前提での思い込みがあ

ってお願いしたという部分があったのかなと反省をしているところでございます。

ですから、このそもそもの部分をご指摘やご評価いただく部分については、それ

はそれで市としては受け止めていかなければならないかなということで、それを

否定するものではないということであります。全般を通じて感じますのは、マネ

ジメントシステム自体が、あまりにも細かすぎて過剰ではないかというご意見が

随所にあるというところです。また、既存の監査委員や議会との関係ですとか、

市民の意見をどう取り入れていくのか、住民組織やＮＰＯの方々の意見をどう活

かしていくのかという視点でのご指摘もいただいておりますけれども、視点とし

ましては、既存の監査委員、市議会議員の方々、あるいはＮＰＯの方々との協働

と、そういった視点は今も方針としては取り入れてやっていくというところはあ

ると思います。その上で、内部の事務を進める上での仕組みというのがこの行政

マネジメントシステムであったということになりますので、改善を図りながらい

いものにしていきたいというところでございます。 

（委員）市民協働といった時、協働の部分が市の仕組みの外側という捉え方でいいの

かというのもありますよね。それを内包しないと本当の協働にならないのではな

いかという印象がありますけど、ただ、それは難しいことでしょうか。 

（事務局）志賀野先生から未来創造会議のご指摘がございますけれども、企画立案の

部分と評価の部分と、実は、未来創造会議もともとは企画立案の組織でした。ど

ういうことかというと、総合計画を策定するとき、市が目指すべき方向性であっ

たりとか、まちの課題であるとか、そういったところを職員と公募したメンバー

とが一緒に協働で練り上げていき、市の進むべき方向を共有して企画立案段階か

ら立ち上げたのが未来創造会議の始まりだったということです。その後、市長の

意向がありまして、企画立案に関わった方々に市の施策の進捗状況であるとか、

例えば市民の満足度のシフトの状況であるとか、そういったところも確認いただ

いて、それらの評価という部分も連動してみていただくということになりました。

今年は、総合計画の後期計画の見直し時期にありまして、先ほど小野寺先生から

いただいた芸術文化の振興に係る総合計画の書きぶりとかですね、外部評価のご

意見を踏まえて、落とし込むタイミングにちょうど今ありますので、そういった

評価結果を政策や企画立案の方に落とし込みたいと考えています。繰り返します

が、未来創造会議の立ち位置としては創造というか立ち上げていく部分と評価し

ていくという部分の二面性があります。また、議会との関連性という部分で申し
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上げますと、議会は予算審議ということがありますので、その部分で市の政策形

成過程で要求した予算をお認めいただくというのが最大の責務であると考えてお

りますが、議会で見ていただく予算案については、評価の視点での市民目線での

意見を織り込んだ予算案を編成したいと。行政独りよがりの予算編成ではなく、

市民目線での評価を織り込んだ、あるいは外部評価の視点を盛り込んだ予算を組

んで、議会できっちりとご審議いただくという流れとしています。ただ、評価で

全て、予算を決めるというよりは、市民の意見を反映させた予算編成にして、そ

こで最終的に議会の判断をいただきたいというような流れを想定して取り組んで

ございます。 

（事務局）市民参加や監査のことを申しますと、行政の内部と外部という捉え方より

も、当然に外の意見を取り入れてやっていかなければいけないという認識のもと

で、意見を取り入れた施策の立案と実施、そして評価へと結び付けていくという

仕組みを作ろうとするものが今回のマネジメントシステムの意図とするところで

ございます。 

（委員）そうすると市民自治という言葉を最初に掲げていらっしゃいますが、これは

ある意味で現状の地方自治法と対立する概念になってくるのだろうと。要するに、

基本的に国は、地方自治体・地方政府を地方公共団体だけとしか捉えていなくて、

全国共通の地方自治事務については国が定めるということで、後は住民の福祉の

向上を自治体は考えなさいということになっていて、それに対して、少し突っ込

んでいこうというのが市民自治のまちづくりではないかと思い、もう一度そこか

ら捉えなおさなければと考えておりましたがそこまではやり過ぎでしょうか。 

（事務局）おっしゃるとおり、地方自治法でも、団体自治と住民自治の二つの両輪で

やるというのが本旨な訳でして、そのうちの住民自治というところをいかに市民

参画と言いますか、山田先生のおっしゃる協働というような仕組みを取り入れな

がら、やっていくかの今その試行的取り組みを行っているような状況かと思いま

す。 

（事務局）市民自治という考え方はですね、小野寺先生がおっしゃった住民の福祉向

上と言う部分では、それを達成するためには住民自身による自治が必要だと言う

考え方につながっていますので、そういった部分で、市民自治という考え方が出

てきているものと思います。そのために条例等を設置し、取り組んでいる訳です。 

（事務局）部長も申し上げましたけれど、毎年度評価していかなければならないとな

ると事務量も負担が増していくという部分はありますので、最後に小野寺先生に

ご指摘いただいたように、よりシンプルであるかというところを私どもも真正面

から取り組んでいかなければならないと考えております。 

（委員）国の地方自治法を踏まえて、地方公共団体の動きと市民自治という考え方が

あるということで、概ねのところであっているところもあるのですけれど、国以
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外の下のところではごちゃごちゃになってしまっていて、結局は、国に細かく規

定されて自治体がやらなければいけないことがたくさんある訳ですが、市民自治

というものはそうではなく、自治体をできるだけシンプルにして住民にまかせな

さいということになるはずなのですよね。そうなった時に、今の仕組みが過剰包

装になってしまっているところがあって、自治体の財政は単年度主義ですし、予

算要求も変えていかなければならなくて、シンプルになってくるものと思われる

ので、どこまで踏み込むのかがよく分からなかったというところです。ですから、

どこまで市としてこれを進めていくのかということを疑問に思ったところです。

中途半端は一番良くなくて、中途半端になると間接的な仕事が増えるだけになっ

てしまいます。もし市民自治が達成された場合の私のイメージでは、あくまでも

主体が住民であって、行政側は場を作るだけで、プレイヤーは住民になるという

話にならなければならないということになると思うのですが、そこまで踏み込む

のかどうかというところが、ちょっと悩みつつ、評価させていただいた。その間

には当然に議会があるし、監査委員会もあるし、いろいろな問題も発生するでし

ょうし、そことどう整合性をとりながら、住民主体の自治をやっていくのかとい

うところですね。 

（事務局）市民自治といったときにはある意味市民協働という面もございまして、市

民が自主的にやっていただいている部分、市が場を提供して行っていただく部分、

行政が主体的に行っていかなければいけない部分の使い分けが必要ではないかと

考えております。 

（委員）そこを分けていくとなれば、施策の評価の部分も分けて、志賀野先生がおっ

しゃるように分けてやっていくということになると思います。ただ、今の評価シ

ステムは全てを評価するようなものになっている気がしますが。 

（委員）そもそも入り口として、役割分担と協働の場をどうするかという、そこがど

こから始まるのかというのが見えないですよね。それで私は棚卸という表現をし

たのですけれども、どういう形の協働を作っていくのかというそこの入り口の部

分が見当たらないなということです。 

（委員）そういう意味で私のコメントは問題提起に留まるものであり、評価とまでは

なかなか行きません。 

（委員）そうすると各項目というか、これは全体を眺めていただいた方がいいですね。

その上で、お気づきの部分をお出しいただくということで行きたいと思います。 

（委員）ただ、小野寺さんが言われた、市民自治と地方自治法が対立すると言われた

ところがよくわからないのですが。市民自治というのは地方と対立する概念では

無く、むしろ地方自体が住民自治をうたっているということではないでしょうか。

それで、アクションのところの③でも、住民自治を掲げるのであれば、実施主体

が市民側にシフトしなければならないとしていますが、それは、誰が実施するか
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ということと、実施の内容を誰が決めるのかというのは別の話だと思うのです。

市民自治なら、住民が自分で自分のことをやるという風に、必ずしもならないと

思うのですがいかがでしょう。 

（委員）そこに多様な市民の要望があって、その多様性をどうやって市役所が受けて

やっていくかということではないでしょうか。現行の地方自治法の仕組みとして

は、議会があり、選挙で市長が選ばれ、補助機関が作られて引っ張っていくこと

になっているのだろうと思います。 

（委員）住民自治というものを実施するにあたって、代議制による間接制というもの

を採用しているということについてはそうかと思います。理念としては議会を通

じて住民の意思を反映させていくという仕組みでしょうから。 

（委員）地方自治法の概念としてはそうですね。 

（委員）ただし、議会だけで十分かというのもあって、住民が直接参加するというル

ートも作っておこうという話だとすれば、特段新しいことを言っている訳ではな

いとも思うのですが。 

（委員）間違えているかもしれませんが、地方自治法の概念というのは、金太郎飴の

ような自治体を作りますから大元は国が決めて機関委任事務させます、それに加

えて自治事務はしてくださいとあるのですが、一方で作業政策は特に記載されて

いないというように過大な住民自治を求めるものであり、しかも地方公共団体と

いう表現をとっている、ここは中央大学のグループがいろいろと言っている部分

になると思うのですが。今の市長さんのお考えは、市民自治というのは、市民自

治の範囲というものは、多分、ＮＰＯを中心とした市民を主役としているという

話であると言うことと、さらに市民が主体的に発言できるものであると、お考え

になっていると、あのＰＤＣＡからは見えてくるというのが実感です。そういう

こともあり、山田先生や、志賀野先生はどこまでやるのかという感想になる。私

はそういう所でのコメントを書かせていただきました。 

（事務局）市では総合計画を策定しておりますが、基本構想と基本計画というところ

がございまして、基本計画の中に地域計画というものを位置付けております。そ

こがいわゆる住民自治のところでありまして、その地域計画は何を盛り込んでい

るかというと、地域が自分たちのまちづくりというのを自分たちで行うための自

主事業を整理する計画になっておりまして、その中で、地域からは道路要望とか

いろいろ上がってくるのですが、その中でも祭りの開催ですとか、イベントの交

流事業でありますとか、産直施設の取り組みでありますとか、自分たちで財源を

引っ張ってくるなどしながら取り組んでいくような計画を整理する中身になって

います。市もその取り組みを総合計画にしっかりと位置付けて、実施計画レベル

で住民が提案してきた事業をバックアップしていこうと。例えば、そういったバ

ックアップの一つに地域づくりの総合交付金であり、住民が取り組む事業をより
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円滑に回せるように、市民自治、まち育てという部分を協働で一体となってやっ

ていくという取り組みをそういった枠組みで実施させていただいております。平

成12年からの取り組みなのですが、当初は、地域主体の取り組みが３割ぐらいし

かなかったのですが、それが今では７～８割と増えてきていますので、そこを伸

ばしていきたいと思います。個人的な感想ですけども、住民自治というのは、市

民参加のまちづくりというよりは、行政参加のまちづくりになっているのが理想

ではないかとも思いますので、直接住民が実施するものも地域計画に位置付けな

がら、ともに取り組んでいるところであります。 

（委員）どこまで評価するかということについてはどうでしょう。このＰＤＣＡサイ

クルの中では。 

（事務局）市が評価しているのは、市が主体となって行う事業になります。 

（委員）少し分からないのは、確かに地域コミュニティ、地域ごとの自治ということ

で、自らが決めて自らが実施して、必要なところは協働するという北上市の姿は、

以前より認識しているところなのですが、地域ごとの課題ではなくて、全市的な

課題の中で、そういう市民自治、住民自治、参加の仕組みが、未来創造会議以外

にどのような形であるのかというのが見えなかったのですが。 

（事務局）声なき市民といいますか、サイレントマジョリティの部分で申し上げます

と、市民意識調査を２年に一度開催し、重要度や満足度を測っています。未来創

造会議は参加型の市民と対話する機会でありますし、個別の少数派の声にも耳を

傾ける場としてタウンミーティングも開催しております。どうすれば一緒に取り

組んでいけるかというところを調整していくためです。もう一つは市政座談会を

開催し、毎年、市内１６地区を回りながら、いろんな声を聴き、意見調整をする

機会としています。そういう意味では、これらの仕組みのうちのひとつがここで

お示ししている未来創造会議になります。新しく作ったシステムというよりは、

既存の取り組みを体系化して整理したものを今回のマネジメントシステムと呼ば

せていただいております。特に新しく仕掛けているというところではないという

感じを我々は持っています。 

（委員）まちづくりというのは住民なり地域が主体的に何かを作っていくものだと思

うので、それに全面的に住民に参加してほしいと行政の側からするとあるかもし

れません。しかし、住民の側からすると、例えば、除染した中間貯蔵地を作りた

いと議題を持ってこられたらみんな来ますよ、それは欲しくないから。でも、普

通のことだったらお任せしたいのですよ。市民も忙しいので、いちいちチェック

など、そこまで巻き込まないでという住民もたくさんいます。そうすると、利害

関係者だけが残るということもありうるのですよ。だから、参加のデザインを上

手にやらないと空回りするばかりか、利権的なところばかりで活気が出て来るも

ののそれ以外のところは全然鳴かず飛ばずで話がでないという事態が起こりうる
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訳ですよ。だから事柄をより分けた方がいいというのはそういうことがあっての

話です。全部を全面的にというのはとても無理だし、住民もやって欲しくないと

思います。だったら行政は何のためにあるのかという話になりますし。むしろ住

民自治という風に大げさになってしまうと、原理的に言えばおっしゃるとおりな

のだけども、そこまではなかなか、そこに定住化して良い街だっていうのは、お

まかせしても安心感があるということではないかと。このシステムの活きる方法

というのをうまく考えて欲しいと思います。加えて、井上先生が以前おっしゃっ

たスピード感ですね、決めなければならないことを決めるスピードと、大きな計

画のようなものであればゆっくり考えてみんなで相談してもいいけれど、そうで

はないものはスピード感でやらなければならない、予算に反映させなければなら

ないとなれば、システムがスピードでまわるものと、ゆっくりまわしていいもの

と一緒に俎上に載っているのもまたつらいところだと感じます。 

（事務局）ご指摘の中にもありましたとおり、評価した結果がこのシステムでは予算

反映されるまでに一年間かかります。ただ、時代の中で社会情勢に対応しなけれ

ばならないものや、当市にとって個別に即時に対応しなければならない問題の発

生もございますので、そういったものについては、評価を待つまでもなく、明ら

かに取り組んでいかなければならないものは、毎年、「重要課題」として位置付け、

特別に年度で解決するものとして予算化して取り組んでおります。別途スケジュ

ールや流れを作って対応しております。予算が伴うものにつきましては、当初予

算に間に合わないものについては、途中での補正予算という仕組みを用い、その

中で必要な予算措置を行います。ただ、市民としては多様な、声の大きい人、小

さい人、関心がある人、そうではない人などがおり、意見が分かれるところもあ

りますけれど、どのように取りいれて行政施策に反映させていくのかという仕組

みは必要だと考えています。市政座談会ですとか、市民意識調査ですとか、より

細かな参加型で言えば、未来創造会議ですとか、いろいろなものを組み合わせて、

施策に取り入れていこうと考えておりまして、それらを体系化した仕組みがこの

マネジメントシステムだと整理しています。 

（委員）多様な住民ニーズを吸い上げたりする仕組みについては、広聴広報システム

みたいなことで別途ある訳でしょう。その機能があんまりうまくいっていないの

か、本当はそこの機能を高めるということで十分ではないのかとも思うのですが。

そういうところをこのシステムのところに別建てで組み込むことに違和感があり

ます。システム論として格好はいいのですが、行政は全方位にあり、多様なので、

ちょっと入口のところに疑問をぬぐいきれないところがあります。 

（事務局）繰り返しになりますが、市の総合計画を作るときに、当初の企画立案から

入っていただいている方に、流れ、成果などのところも見ていただくというとこ

ろが市民参加の新しい取り組みの部分になります。 
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（委員）企画立案から入っていただいている方は、単に顕在化しているニーズを持っ

てきている方だけではなくて、ステークホルダーとなってはいないかという指摘

はどうクリアしていくのか、行政とは権力組織ですから、条例を持って法律を持

って、税金を扱って、失敗が許されない組織体で、そのためにヒエラルキーを作

ってしっかりチェックする。そこと、スピード感という、相反する面が出てくる

訳ですよね。それらが非常にどう整理するかというのが私の指摘している事項に

なる訳です。 

（事務局）先ほど予算の編成で最後は議会にというお話をしましたけれど、例えば、

行政評価がなかった時代には、法改正で消費税が上がったのでどう対応するかな

どという突発的なことには、その都度場当たり的に対応してきたのですが、現在

では行政評価が導入されたことにより、まずは振り返ってみましょうと、その結

果、投資効果であるとかを織り込んだ上で、事業を見直して、それをきちんと予

算に反映させましょうと、今までのやり方に評価の観点をプラスして、より精度

の高い予算にさせていくという流れが構築されてきたものと思います。 

（委員）芸術文化分野で言いますとね、市民ニーズに沿った何かをやろうという話に

なるとアンケートを取りますよね。そうすると経験値に基づくニーズしか出てこ

ないのです。だから今まで見たことも聞いたこともないニーズは出てこないし見

てない、聞いてない、というものは情報として出てきません。ですが、文化芸術

の世界はものすごく突飛な新しいものがある訳ですよ。それは専門家しか知らな

いことも往々にしてあります。だからそこのニーズを拾っても、例えば文化的な

環境が遅れているところだと環境的に経験値が高いのが映画だったりするわけで

すよ、そうすると映画の話ばっかり出てくることがある訳で、コンテンポラリー

ダンスなどという発想は皆無なのです。ニーズで言うと、でもそれはとても大事

なことなのです。ニーズが拾えないので、こういうものはやって見せないとだめ

という世界もあります。ニーズを拾っていっても正しい答えがでないということ

もあります。 

（委員）このテーマについてはこれ以上深められないと思います。一般的な評価とい

うものではなく、仕組みの改善につながるような意見を述べるということでいい

でしょうか。 

（委員）そうすれば、各委員がお書きになっていることが意見ということで扱ってい

ただけるのではないかと。 

（委員）今日の議論もそういったものに追加していっていただければいいのではない

でしょうか。私たちがあまり固定的な提案を出すというようなことはちょっとふ

さわしくないような気がするのですが。 

（委員）そう思います。 

（委員）むしろ、評価の専門家によって、今回のような意見をシステムの中に取り込
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んでいくとか、修正していくとか。 

（委員）宗和先生のように経営的な仕組みに詳しい方であれば別でしょうが。 

（委員）例えば、スピード感を持たせるためには予算は枠でとって、現場に権限を与

えて、失敗しても頑張れと言ってやらせていくというのがスピード感を持った経

営になっていくのだと思いますが、それが役所に合うのかというと疑問もありま

す。そういうことからも先ほどの説明のとおり、せいぜい見直しが３年周期にな

るところが落としどころなのかとも思います。企業レベルでは四半期ごとの決算

が中心なので１年という周期は、今の社会の中で決して早くはないのです。役所

も同様に対応するとなれば四半期でみていかなければならない。それに対する対

応が取れるかという辺りの限界が見えてくる感もある。 

（事務局）予算についてはおそらくほかの自治体は財政課が各課から聞き取りを行い、

予算査定を行い配分することになる訳でしょうが、当市はそれをしておりません

で、各部に枠をとって、その中でやりくりする形をとっております。その形が出

来ているのは、このような評価に基づいて、今後はどこに力を入れていくかにつ

いて決めることが出来ていることにより、それが可能になっていると思っていま

す。 

（委員）私もそれでいいと思います。 

（事務局）今の方が効率的だと思いますし、予算の必要なところへの配分も可能にな

っていますし、職員の意識も変わってきています。以前は、財政課に予算を切ら

れたとか、市民への説明でもそういう説明はでないようになってきました。 

（委員）今の財政至上主義はとても問題があって、一年後の予測できないものに対し

て、しっかりと予測して、びしっと予算をつけるものだから、そこに縛られてし

まっているので、客観的な変動要因に対して、対応できないというのが今の予算

執行システムだと思います。ですから、枠はいいと思います。 

（事務局）ただし、ご指摘のとおり、運用にあたり職員の負担になるようでは問題が

ありますので、そのあたりは心がけてまいりたいと思いますが。 

（委員）今の予算編成のところで質問ですが、財政課の査定ではなくて、部に枠で配

分するということでしょうか。でも予算書は作りますよね。予算書は要するに各

部ごとに概算いくらという風に割り当てた中で各部が予算を作ってくるというこ

とですか。 

（事務局）事業単位でこの事業にいくらの予算をつけるとか、細かい使い道とかを積

み上げて予算書として作ってまいります。 

（事務局）最終的に積み上げた予算は枠をはみ出します。はみ出したところは調整を

せざるを得ないところになります。 

（委員）自分の部で全て調整しなさいということではないのですね。 

（事務局）全庁的にそうですね。例えば、道路を作る話と、学校を作る話の比較は現
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場（各部）ではできません。はみ出したところを全庁的に共有しないと、何を優

先させるかの議論になりませんから、そこは全体最適と部分最適とを分けて議論

し、全体最適を選んでいくということになります。 

（委員）枠の金額はどう決めるのですか。 

（事務局）財政見通しを三年で作り示しますと、各部より三年分の要求が来ますので、

それを財政見通しの中に納めていきます。財政見通しは去年の例ですと27～29年

を示しており、今年の28年度の予算要求では見通しに盛り込んでいますから、そ

れに沿って配分するということになります。 

（委員）実施計画ベースでは予算はある程度見てつけますよね。三年分とそれは見合

っているということですね、分かりました。 

（事務局）ただ、法改正とかですね、新たな需要も出てきますのでそれを全体調整の

中で見ていくということになります。 

（委員）行政の仕事としては、優先順位をどう決めるかというのが大事なポイントに

なります。そのプライオリティの判定というのはマネジメントサイクル的に言う

と、俎上に載せていますか。 

（事務局）総合計画の施策単位でＡＢＣＤ評価していますが、そこに、未来創造会議

や外部評価の意見を見ながら、ここを重点化しましょうとかという形で活かされ

ていきます。 

（委員）政策レベルで活用されているようですね。 

（委員）そうですか。 

（委員）お話を少々戻しまして市民参加の部分ですが、今の市民アンケートに対する

見解は先ほど志賀野委員が発言したとおりなのですが、未来創造会議の方は市民

から選ばれた人たちではないことや固定化・マンネリ化というか、その辺はどう

考えてらっしゃいますか。 

（事務局）二年の任期がありますので、継続される方もいらっしゃいますが、各地域

にもお声掛けして、できればシャッフルするような形で取り組んでおります。ご

指摘のとおり、同じ方もいらっしゃるのですが、それも経験値として有益な部分

もありますし。 

（委員）継続性も大事だけれども、新陳代謝もしなければというところもあろうかと

思い、伺いましたが、ある程度は配慮されているということですね。 

（委員）予算は、市民中心となると年度などはあまり関係がなくなり、ニーズに併せ

ていくと単年度会計などはなじみにくくなるかと思うのですが、今、地方財政法

上では継続費と繰越と債務負担と３つをかなり制限的に運用していると思います

が、そのあたりとの関係性はどのようにされるのでしょうか。 

（事務局）長期の見通しについてですが、例えば、５年先まで担保しなければならな

いものは12月の時点で債務負担行為を取って、５ヵ年の事業の予算を確保すると。
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単年度会計主義ですので、その辺は６月に入ってから、国の法改正が議決されて、

状況が変わるなどした場合には、６、９、12、３月と機会がある補正予算で対応

します。臨時議会というのも可能でありますので、その都度提案してお認めいた

だくという仕組みとなっております。例えば、災害等の緊急費になれば、予算の

中にもともと予備費というものを抱えていますので、議会のいとまがない場合は

予備費で執行するという場面もあります。 

（委員）大分話が戻りますが、市が行う施策の中で、全市的な課題と地域で完結する

ようなものがあると、そこで、地域で完結するものについてはその地域に対して、

言ってみれば都市内分権のようなものとなるかと思うのですが、そうだとすると

都市内分権をした施策や事業の評価の仕方と全市的な事業の評価の仕方というの

はおのずから違ってくると思うがそこは仕組みがあるのでしょうか。 

（事務局）地域の個別の課題という部分について地域が事業執行するという場合につ

いては、市が交付金という形で交付している予算がございます。 

（委員）いくらぐらいですか。 

（事務局）各地区、年間１６０～１８０万円程度です。 

（事務局）それは単年度ではなくて、５年で５００万円ほどの枠を設定し、それを各

地区は計画に基づいて、どの事業に活用するのかお任せして、年度によって平均

ではなく、ある年度に厚くするなどそういう計画を持って、やってもらうことを

可能にしております。そういった仕組みで交付しているのですが、それが市の全

体の施策の中で、地域の振興という施策分野にどう機能しているかというのは、

内部の方でこういった効果があるというような、難しい指標ではあるが地域の自

治力向上などの指標を設けて、交付金制度が地域の自治にとっては有効であるか

どうかというのを検証しながら進めているところです。 

（委員）そうすると交付金事業というのが、一つの事務事業ということになるのでし

ょうか。 

（事務局）そうですね。施策単位でも、市民が主体のまちづくり、あるいは、地域の

自主性を活かしたまちづくり、という施策がありますので、そこでそういった地

域事業をバックアップする施策を評価いただけるという仕組みになっております。

ただ、住民主体のまちづくりについては、部長が申し上げたとおり、自分たちの

自主性をあくまでも尊重しておりますので、そこに対して、市が何かチェックを

いれるとかそういったことは一切ないです。 

（委員）それを指して、市民主体のというのであれば、そんなに大きな規模ではない

ですよね。 

（事務局）それだけを指しているものではないのですが。 

（事務局）例えば、ＮＰＯが地域を飛び越えて交流事業を行うなど、そういったもの

もまちづくりに必要であって、市民自治とはそういうものも含めたくくりになっ
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てくると思いますので、より大きいものであると考えています。そういった面ま

でなかなか評価には至っておりませんけれども。 

（委員）何年か前から、北上市では、各地域でコミュニティ単位の計画を立案して自

主的に実施していくための予算を包括的につけており、大変関心があってみてま

いりましたけれども、その評価というのもされているのですね。 

（事務局）そうですね、事業単位、施策単位と行っております。 

（委員）その評価は一言で言いにくいかもしれませんがどういった内容になるのでし

ょう。 

（事務局）おそらく、行政評価検証専門部会の方で扱っていただいておりますが、例

えばそういった流れの中で事例を申し上げますと、高齢化や少子化という部分で

中山間地の方では自分たちでボランティア有償運送を始めるところや、自分たち

で産直の施設運営を始めるとか、自らが国の補助金を持ってきて取り組むとか、

そのような風土と言いますか、住民の気風が変わってきているのを感じます。た

だ、それが100あるうちの10とかそういったレベルかもしれませんが、それも16

地区で時間をかけて取り組んできた成果と言えるのではないかと思います。 

（委員）地区の数が16なのですか。単位としては中学校区単位ですか。 

（委員）いわゆる、旧村ではないですか。 

（事務局）ほぼ、旧村ですね。行政区単位でいうと125あるのですけれども、大字に近

いですね。 

（委員）P28の上段に危機管理のところをどのように対応されようとしているのかとい

うところを書いたのですが、そのあたりはいかがでしょう。 

（事務局）例えば、不祥事や不適切な財務会計が発覚したなど、問題発生した場合は、

今回のマネジメントシステムでは、内部監査という仕組みを入れておりまして、

それをタイムリーに行い、それを全庁共有し、同じミスを繰り返さないよう、マ

ネジメントのサイクルに定着させていくこととしています。当然、災害において

も、今回の東日本大震災の時に、情報伝達に何が不足であったか、避難してもら

った時に、ニーズというのは刻々と変化しますから、いつまでたっても毛布だけ

提供していましたということにならないように、その時の課題を洗い出し、地域

防災計画に見直しをかけて、オンしていくという流れになっております。 

（委員）震災後に補助金を受けた企業の不適切な経理等の問題が県内で発生した事案

がありましたが、そういったことが起こった場合はどのようにこのマネジメント

システムでは対応することになるのでしょうか。 

（事務局）まずは決定経過を検証することになると思います。企業立地が盛んな当市

ですから、県からの情報提供もありましたけれども、企業の基礎データをみなが

ら、手を上げませんでした。 

（委員）マネジメントシステムがうまくいった事例でしょうか。 
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（事務局）経験則の側面が大きいかと思いますが。先輩たちが培ったこれまでのノウ

ハウが活きたのではないでしょうか。 

（委員）私もそちらの方が大きいのでないかと思うのです。マネジメントシステムは

ありますがそれとは違うところでそういったことは回されていくものかと。 

（事務局）経験則が継続されなくなってきているという危機感があります。なぜ失敗

したのかということがしっかり受け継がれないところがございますので、このシ

ステムを活用し、しっかり残していきたいというところもありました。 

（委員）今までの経験則というのは現場でやってきて、現場の人が判断をしながら、

リスクを取ってやってきた部分があって、そこで苦い思いをしたことから経験値

が高まるのでしょうけれども、このシステムが回ると現場サイドは判断せずに、

マネジメントシステムに丸投げするだけということになりかねない面もあると感

じるのですが。 

（事務局）かつては、先輩職員が下の職員にやって見せてそばで見ながら覚えていく、

いわゆるＯＪＴの機能が強かったのですが、それが当市の場合は特になのですが、

世代の若返りが起こっていて、職員の昇任年齢が下がり、経験年齢が下がってい

るのです。若くして係長になるので経験を積まないで係長になるということで自

分のことで精いっぱいでなかなか部課の指導までいかない。そういう意味では、

係長と若手の中間の職員が不足しており、なかなかＯＪＴや経験則が機能しない

ようなところが出てきたので、むしろ今回のシステムの中では、事務事業計画書

やマニュアル作りを整えることによって、間違いを防ぐとか、経験則だったもの

がしっかりした形に残って誰でもこうやればいいのだなと、分かりやすくなって、

結果的に間違いが起こらないような仕組みにつながっていくのではないかと考え

ております。 

（委員）職員の暗黙知の共有が進んでいくことになるとは思うのですけれど、うまく

いくかどうかというところですね。 

（事務局）うまくいかせたいと思っております。ただし、その分、定着するまでは手

間ではありまして。今は最初の作りこみでもありますので手間はかかっているな

と感じていますが。 

（委員）まとめかたですが、項目ごとのコメントは以上のような内容までが限界かと

思います。総括コメントがP28の下にあるのですが、これはこれでよろしいでしょ

うか。物足りないでしょうか、何かご意見はございますか。 

（委員）総括コメント欄には私のコメントしかないので、これでは総括にはならない

と思います。 

（委員）機関委任事務はないですね。 

（委員）そうですね法律が変わって、今は法定受託事務ですね。 

（委員）本システムと現行法規との間に乖離があるという認識が同意できない感じが



30 

するのですが。 

（委員）ちょっとこの辺の書きぶりはきついかもしれませんね。個人的な見解の域を

でないかもしれませんので。 

（委員）意見が重複しても構いませんので、ほかで総括に相当するようなところがあ

ればそこで扱っていただいてもいいかもしれません。 

（委員）総括コメント部分は削除していただいて構いませんが。 

（事務局）総括の方からはずして、その他に盛り込み、全体を通じたご意見として取

り上げさせていただくということでいかがでしょう。 

（委員）私の、その他のコメント④のところに、総括コメントの後段をいれてもらえ

ればよろしいかと思います。前段はカットということで。 

 

３ 今後について 

今後の進め方について、事務局から次のとおり説明した。「次回が最終回になり、

部会（13:00～16:00）と全体会が１時間（16:00～17:00）を予定している。部会で

は本日ペンディングとなった内容を含め、最終的な内容の確認をしていただくこと

となる。当日までの作業としては、本日のご意見と朱入れがあった部分を事務局で

整理させていただいた上で、フィードバックし、キャッチボールをさせていただき

まとめ、一定の形になったものを当日確認することとしたい。」 

また、本日、盛り込まれなかった宗和委員のご意見がある場合は、ひとまず別色

で盛り込み次回の最終回に確認させていただくこととし、評価の結果自体は今回の

内容で変更しないことを併せて確認した。 


